
しろいで⼀緒に働こう

⽩井市

白井市職員採用案内













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初任給 1 

※上記の金額は、地域手当を含みます。 

※卒業後に職歴がある場合や、上位の学歴を取得した場合に、 

上記の金額に一定の基準で算出した金額が加算される場合 

があります。 

※昇給日は毎年４月１日で、採用された年度の昇給はありません。 

【昇給例（一般行政職上級・大学新卒者の給料）】 

初任給 239,136円 

５年後 271,784円 

10年後 304,538円 

 

期末・勤勉手当（ボーナス） 2 

期末・勤勉手当として、給料、扶養手当、地域手当の

合計額（1か月分）をベースに、夏（6月期）、冬（12月

期）それぞれ 2.3月の合計 4.6月分が支給されます。 

諸手当 3 

職種 試験区分 初任給 備考 

一般行政職 上級 239,136円 大学新卒者の場合 

初級 206,170円 高校新卒者の場合 

保健師  - 273,798円 大学新卒者の場合 

管理栄養士  - 246,026円 大学新卒者の場合 

歯科衛生士  - 236,062円 短大新卒者の場合 

保育士  - 236,380円 大学新卒者の場合 

 

種類 区分 支給額 

扶養手当 配偶者 3,000円 

子 1人 11,500円 

父母等 1人 6,500円 

地域手当   (給料+扶養手当)の 6％ 

住居手当 賃貸住宅 (限度額)28,000円 

通勤手当 鉄道 定期代 

自動車 片道 2ｋｍ以上で、距離に応じて支給 

(例)片道 10ｋｍ 7,100円 

 ※その他、勤務実態に応じ、時間外勤務手当、特殊勤務手当など

が支給されます。 

勤務時間 4 

勤務時間は、原則として月曜日から金曜日までの午前

8時 30分から午後 5時 15分（休憩時間を除く）まで

となっています。 

休日・休暇 5 

 休日は、土・日曜日、祝日、年末年始です。ただし、

職種などにより異なる場合があります。休暇は、年次有

給休暇、病気休暇、特別休暇などがあり、毎年年次有給

休暇は 20日、夏季休暇は 7日付与されます。 

（土木技師・建築士 

学芸員・社会福祉士 

精神保健福祉士含む） 

【時差出勤制度】 

午前 7時 30分から午後 4時 15分、午前 9時 30分

から午後 6時 15分の勤務を選択可。 

ワーク・ライフバランスに関する主な制度 

【産前産後休暇】産前 8週間から産後 8週間まで 

ワーク・ライフバランスに関する主な制度 

【男性職員の育児参加休暇】産前 8週間から子が 1歳になるまで

【育児休業】子が 3歳になるまでの間、休業可 

【育児短時間勤務】子が小学校に入学するまでの間、最大約半分へ 

短縮可 

【部分休業】子が小学校に入学するまでの間、勤務時間の始め又は 

終わりにおいて１日２時間まで 

【子の看護休暇】子が小学校３年生の年度末までの間、 

        毎年 5日間（子が 2人以上の場合 10日間） 

【短期介護休暇】毎年 5日間（要介護者が 2人以上の場合 10日間） 

年次有給休暇 

平均取得日数 

日 

健康管理 6 

毎年、職員に対して、定期健康診断及びその結果に基

づく保健指導、ストレスチェックを実施しています。ま

た、毎週水曜日を「ノー残業デー」とし、働きやすい環

境づくりに取り組んでいます。 

福利厚生制度 7 

市町村職員共済組合の福利厚生として、全国の遊園施

設入園料や施設利用料の補助、35歳以上の希望者には、

人間ドックの助成が受けられます。 

また、市職員で運営する共済会に加入することができ、

これまで、ミュージカル鑑賞やディズニーランド等の日

帰り旅行など、各種イベントを実施しました。 

研修制度 8 

日常業務を通じたＯＪＴ（On the Job Training）を人

材育成の基本としながら、職員が職位に応じた役割や業

務遂行上必要とされる知識、スキルを習得するために階

層別研修、専門研修、派遣研修などを実施しています。 

令和６年度実績 

 

▷ 勤務条件・福利厚生・研修 （※令和７年度の情報です） 

１３．２ 
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【受験から採用までの流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【問い合わせ先】 

白井市総務部人事課 

〒270-1492 

千葉県白井市復 1123 番地 

ＴＥＬ 047-401-5976 

メール jinji@city.shiroi.chiba.jp  

開庁時間：月～金曜日 

8 時 30 分～17 時 15 分 

※土日、祝祭日、年末年始（12/29～1/3）

は開庁していません。 

 

※準備でき次第最新情報掲載 

▷ 申し込みから採用までの流れ・申し込み方法 

試験案内・申込書の入手、申し込み方法 

白井市職員採用 検索 

↓採用情報はこちらから 

白井市のホームページから電子申請により申し込み 
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一次試験は、印旛郡市職員採用共同

試験となります。 

職種によって二次試験、三次試験が

あります。 


